
※支給額：就業規則等の整備後､制度を利用してがん検診を受診した従業員等の人数に５千円を乗じた額
※１事業者につき､１回のみの支給となります。これまで本奨励金を一度でも受給された事業者は対象外です。

令和９年2月26日（金）まで



します！

改正後の制度を利用して、従業員等が
がん検診を１つ以上受診してください。

令和８年４月１日～ ～令和９年２月26日

•これまでに本奨励金を受給していないこと

•徳島県内に本社または事業所を有していること

•直近１年間以上の営業実績があること

•就業規則または社内規程を整備していること 等

県ホームページから「登録申請書」をダウンロ
ードし、必要な内容を記入の上、県へご提出
ください。

次のいずれかの取組を就業規則または社内規
程に記載してください。


